
福岡県福祉系高校修学資金貸付の概要（令和４年度版） 

 

１ 福岡県福祉系高校修学資金とは 

福祉系高校に在学し、卒業後、介護福祉士として福岡県の区域内（以下「県内」という。）で

介護の業務に従事しようとする生徒に対し資金を貸付け、その修学を容易にすることにより、若

者の介護分野への参入促進、地域の介護人材の育成及び確保並びに定着を支援するものです。 

卒業した日から１年以内に介護福祉士の登録を行い、県内の介護事業所若しくは施設等におい

て介護職員等の業務に３年間引き続き従事した場合は、貸付金が免除されます。 

 

 

２ 定義 

（１）「福祉系高校」 

社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号。以下「法」という。）第４０条

第２項第４号の規定に基づき、学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であって文部

科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものを指します。 

（２）「介護事業所若しくは施設等」 

    介護保険法に規定する事業所・施設。 

居宅サービス等（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第２３条に規定する居宅サービ

ス等をいう。）を提供する事業所若しくは施設、第一号訪問事業（同法第１１５条の４５号

第１項第１号イに規定する第一号訪問事業をいう。）若しくは第一号通所事業（同号ロに規

定する第一号通所事業をいう。）を実施する事業所を指します。 

（３）「介護職員等」 

    介護保険法に規定する事業所・施設の介護職員。 

介護事業所若しくは施設等において、介護職員その他主たる業務が介護等（法第２条第２

項に規定する介護等をいう。）の業務である者を指します。 

（４）「返還免除対象業務」 

    高齢者分野・児童分野・障がい福祉分野等の事業所・施設での介護業務等。 

昭和６３年２月１２日社庶第２９号社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設にお

ける業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲について」

の別添１に定める職種若しくは別添２に定める職種又は当該施設の長の業務をいいます。 

（５）「福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業」 

    福岡県福祉系高校修学資金の貸付を受けた者が、福祉系高校を卒業した日から１年以

内に介護福祉士の登録をおこなったものの、介護職員等の業務に従事せず、県内におい

て、返還免除対象業務のうち介護職員等の業務でない業務（以下「充当資金返還免除対

象業務」という。）に従事した場合は、福祉系高校修学資金返還充当資金（以下「返還充

当資金」という。）における貸借契約に変更します（福祉系高校修学資金賃借契約時にお

ける同意に基づき事務局で移行しますので、あらためて借受人との契約変更手続きは生

じません）。 

    この場合、県内で３年間引き続き充当資金返還免除対象業務に従事すれば、返還が免

除されます。 

  

 



３ 貸付対象者 

修学資金の貸付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければなりません。 

なお、他の都道府県と重複して貸付を受けることはできません。 

（１）次のイからハのいずれかに該当する福祉系高校に在学する者であること。ただし、国家試

験受験対策費用の貸付対象者は、福祉系高校を卒業見込みの者であって、当該卒業年度に介

護福祉士国家試験を受験する意思のある者に限る。 

 イ 県内に住民登録をしている者で、卒業後に県内において介護職員等として従事しようと

する者 

 ロ 県内の福祉系高校の生徒であって、卒業後に県内において介護職員等として従事しよう

とする者 

 ハ 福祉系高校の生徒となった年度の前年度において県内に住民登録をしていた者であり、

かつ、福祉系高校の修学のため転居した者であって、卒業後に県内において介護職員等と

して従事しようとする者 

（２）卒業した日から１年以内に介護福祉士の登録を行う意思があると認められる者 

（３）福祉系高校の長が推薦する者であること。 

（４）同種の修学資金、又は修学に係る公的な経済支援を他から受けていないこと。 

※週２０時間以上、１年あたり１８０日以上の業務従事の意思がある者。 

 

４ 貸付額 

  貸付する金額は次のとおりです。貸付利子はありません。 

 （１）修学準備金 

対象経費：介護実習の際に必要な実習着等、福祉系高校特有の修学するに当たって必要

な準備経費。（入学時の貸付時に限る）  

貸付額 ：３万円以内 

 （２）介護実習費 

対象経費：介護実習を行う際に必要な交通費、保険料、教材費等 

 貸付額 ：１年度当たり ３万円以内 

 （３）国家試験受験対策費用 

対象経費：福祉系高校が通常の教育課程とは別に実施する介護福祉士国家試験受験対策

講座、民間機関等が実施する同講座の受講費、模擬試験の受験料、参考図書

等の購入費用等  

貸付額 ：１年度当たり ４万円以内 

 （４）就職準備金 

     対象経費：福祉系高校を卒業後、就職する際に必要な経費。 

（卒業した翌年度に就職する意思がある場合に限る）  

貸付額 ：２０万円以内 

 

５ 修学資金の貸付申請手続 

修学資金の貸付を希望する学生は、修学資金貸付申請書（様式第１号）に必要事項を記入し、

次に掲げる書類を添付し、福祉系高校で取りまとめの上、毎年４月３０日まで（令和４年度は指

定の期日まで）に福岡県社会福祉協議会（福祉人材センター）へ提出してください。福祉系高校

の修業年限での一括契約を原則とします。 



(１)申請者本人に係る提出書類 

・住民票（世帯全員分） 

・今年度または前年度の世帯員の所得証明書（未成年者、就学者は除く） 

・在学する福祉系高校の長による修学生推薦調書（様式第２号） 

・貸借契約書（様式第９号）２部 

・振込口座申請書（様式第３２号）及び通帳の写し 

  (２)連帯保証人に係る提出書類 

・印鑑登録証明書 

・所得証明書（連帯保証人が申請者と同一世帯でない場合） 

 

６ 貸付対象者の選考及び貸付契約の締結 

福岡県社会福祉協議会会長の審査により貸付を決定します。 

貸借契約書（様式第９号）により貸借契約を締結します。 

 

７ 連帯保証人 

  貸付を受けようとする者は、以下(１)及び(２)の要件を満たす者を連帯保証人として１名立て

なければなりません。 

(１)原則、県内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者であり、修学資金の貸付を受けよう

とする者に代わり債務の返還を行うことのできる者 

(２)本貸付制度による貸付を受けていない者 

なお、貸付を受けようとする者が未成年者の場合、貸付を受けようとする者の法定代理人を連

帯保証人として立てる必要があります。 

ただし、法定代理人が(１)及び(２)の要件を満たしていない場合は、要件を満たすことのでき

る連帯保証人をもう１名立てる必要があります（連帯保証人が合計２名）。 

 

８ 貸付契約の解除 

次の場合、貸付契約が解除となります。 

(１)退学したとき。 

(２)心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 

(３)学業成績が著しく不良になったと認められるとき。 

(４)死亡したとき。 

(５)修学資金の貸付期間中に貸付契約の解除を申し出たとき。 

(６)その他修学資金貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。 

 

９ 貸付の休止 

修学生が休学したとき、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日

の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分までの修学資金の貸付を休止します。 

 

10 返還の債務の当然免除 

次の場合、貸付を受けた修学資金の返還の債務を免除します。 

(１)福祉系高校を卒業した日から１年以内に介護福祉士の登録を行い、県内で介護職員等とし

て従事し、かつ、介護福祉士の登録日と介護職員等として従事した日のいずれか遅い日の属



する月以降、県内で３年間（在職期間が通算１，０９５日以上かつ業務に従事した期間が５

４０日以上）引き続き介護職員等の業務に従事したとき。 

(２)介護職員等の業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因

する心身の故障のため介護職員等の業務に継続して従事することができなくなったとき。 

（３）福祉系高校を卒業した日から１年以内に介護福祉士の登録を行い、県内で充当資金返還免

除対象業務に従事し、かつ、介護福祉士の登録日と充当資金返還免除対象業務に従事した日

のいずれか遅い日の属する月以降、県内で３年間（在職期間が通算１，０９５日以上かつ業

務に従事した期間が５４０日以上）引き続き充当資金返還免除対象業務に従事したとき。 

（４）充当資金返還免除対象業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業

務に起因する心身の故障のため充当資金返還免除対象業務に継続して従事することができ

なくなったとき。 

 

  ※法人における人事異動等により、貸付を受けた者の意思によらず県外において介護職員等

の業務（福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業に移行した者にあっては充当資金返還

免除対象業務）に従事した期間は、介護職員等の業務（福祉系高校返還充当資金貸付事業

に移行した者にあっては充当資金返還免除対象業務）に従事した期間及び返還免除対象期

間として計算します。 

 ※他種の養成施設等における修学及び災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により介護

職員等の業務（福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業に移行した者にあっては充当資

金返還免除対象業務）に従事できない期間が生じた場合は、返還免除対象期間として計算

しませんが、引き続き介護職員等の業務（福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業に移

行した者にあっては充当資金返還免除対象業務）に従事しているものとみなし、返還猶予

対象とします。 

 ※県内で介護職員等の業務に従事後、引き続き県内で充当資金返還免除対象業務に再就職し

た場合は、累計で従事期間を算定します。 

 ※免除となるまでの間、現況届（在職証明書）の提出等、所定の届出が必要になります。 

 

11 返還 

次の場合、事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸付を受けた期間の２倍に相当す

る期間内（３年間借り受けた場合６年以内）に返還しなければなりません。ただし、経済状況等

やむを得ない事情により期間内の返還が困難と認められた場合は、貸付を受けた期間の４倍に相

当する期間内となります。 

(１)貸付契約が解除されたとき。 

(２)福祉系高校を卒業した日から１年以内に介護福祉士として登録せず、又は県内において介

護職員等の業務に従事しなかったとき。 

(３)県内において介護職員等の業務（福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業に移行した者

にあっては充当資金返還免除対象業務）に従事する意思がなくなったとき。（返還の債務を免

除された場合を除く。） 

(４)業務外の事由により死亡又は心身の故障により介護職員等の業務（福祉系高校修学資金返

還充当資金貸付事業に移行した者にあっては充当資金返還免除対象業務）に従事できなくな

ったとき。 

（５）退職等により、返還の債務の履行猶予の事由に該当しなくなったとき。 



  ※貸付金の目的外使用、虚偽の申請、貸付規程の規定の違反等行った場合は、全額一括返還と

なります。 

  ※退職等、従事状況に変更があった場合は、速やかに所定の届出を行う必要があります。退職

した翌月までに県内で返還免除対象業務に再就職した場合は、継続従事中として返還猶予の

申請が可能です（審査があります）が、翌月末までに再就職できなかった場合は全額返還と

なり、前職を退職した翌月から返還開始となります。 

 

12 延滞利子 

返還すべき者が正当な理由がなく期日までに返還しなかったときは、当該期日の翌日から起

算して返還された日までの日数に応じ、返還すべき額につき年３％の割合で計算した延滞利子

を支払わなければなりません。 

 

13 返還の債務の履行猶予 

貸付を受けた者に次の事由が継続している場合は、事由が継続している期間、返還の債務の履

行を猶予することができます。 

(１)貸付契約を解除された後も引き続き貸付決定時に在学していた福祉系高校に在学している

とき。 

(２)県内において引き続き返還免除対象業務に従事しているとき。 

(３)災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由があるとき。 

※（２）は、週２０時間以上、１年あたり１８０日以上の業務従事が想定される者。 

※（２）（３）は、履行期限の到来していない貸付額（既に返還を受けた金額を除く）のみが対

象。 

※返還免除となるまでの間、返還を猶予するための申請手続き（返還猶予申請書・その事由を

確認できる書類の提出等）が必要です。申請手続きを速やかに行わなければ、一括返還とな

る場合があります。 

※返還猶予期間中に、人事異動により返還免除対象業務以外の業務に従事することになった場

合は、返還猶予の申請が可能です。ただし、当該事由による期間については、返還免除対象

期間として算定しません。 

 

 

14 返還の債務の裁量免除 

貸付を受けた者が、次のいずれかに該当する場合、貸付額（既に返還を受けた金額を除く。）

の返還の債務を全額又は一部免除する場合があります。 

(１)業務外の事由により死亡し、又は障がいにより、貸付額を返還することができなくなった

とき 

(２)県内において、本事業による貸付けを受けた期間以上、返還免除対象業務に従事したとき。 

※相続人又は連帯保証人も返還が困難である場合が対象です。審査がありますので、必ずしも

決定するものではありません。 


